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須崎市図書館システム構築等業務 

プロポーザル実施要領 

 

１．実施要領の目的 

この実施要領は、須崎市（以下「市」という。）において、市民に安全で快適、便利な図書館システムを

提供するとともに、新たに ICタグを導入するなど質の高いサービス提供を実現するため、須崎市図書館シ

ステム構築等業務（以下「本業務」という。）の契約の相手方となる受託候補者をプロポーザル方式により

選定するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．対象業務 

（１）業務名 

   須崎市図書館システム構築等業務 

（２）業務内容 

   「須崎市図書館システム構築等業務仕様書」のとおり 

 

３．実施方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４．見積限度額 

  本プロポーザルにおける見積限度額は次に示すとおりとし、消費税及び地方消費税を含めるものとする。

なお、この金額は契約予定額を示すものではない。 

（１）須崎市図書館システム構築委託料 

「須崎市図書館システム構築等業務仕様書」に示す構築期間中に必要な経費（委託契約）とする。 

ア 現須崎市立図書館のシステム構築事業者    ：１８,０００,０００円 

  イ 現須崎市立図書館のシステム構築事業者以外の者：１０,３００,０００円 

（２）須崎市図書館システム保守委託料 

「須崎市図書館システム構築等業務仕様書」に示す保守期間中に必要な経費（委託契約）とする。ま

た、利用期間は５年間（６０ヵ月）とし、システム利用料、システム保守料、運用保守費用等を全て含

むものとする。 

  ア すべての事業者：２４,８８０,０００円 

（３）須崎市図書館システムデータ移行費用 

契約期間満了後、別システムへのデータ移行を想定した必要な経費とする。 

  ア すべての事業者：見積限度額なし 

 

５．参加資格要件 

  本プロポーザルに参加する者は、本業務の遂行に必要な能力を有し、本プロポーザル公示日の時点にお

いて、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。また、１つの法人又は団体若しくは同

一人が代表者となっている法人等が、重複して複数の参加表明を行った場合、その者の提案は無効とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
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（２）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく生産の開始、破産

法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続開始

の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申立

て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続き開始の申立て

がなされた者でないこと。 

（３）本プロポーザルの公募を開始する日から契約締結日までの間のいずれの日においても須崎市入札参加

資格者名簿（物品）に登録があり、３３情報関連サービス、０３システムの設計、開発運用に申請の

ある者。 

（４）須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２４年須崎市規則第１７号）第２条

２項５号に掲げる排除措置対象者に該当しないこと。 

（５）情報セキュリティについて、「ISMS（ISO２７００１）」、「プライバシーマーク（JISQ１５００１）」の

うち一つ以上を取得していること。 

（６）過去５年間に、市の人口規模及び図書蔵書数（９万冊）以上の公立図書館において、同種システム 

の構築又は運用保守に携わった実績を有すること。 

（７）四国内に本社又は事業所（営業所）を有していること。 

 

６．参加者の失格 

  受託候補者の選定終了までの間に参加者が次のいずれかに該当する場合は、無効、失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさないことが判明した場合  

（２）企画提案書等に虚偽の内容が記載されていると認められた場合 

（３）本プロポーザルの審査に影響を与える工作等、不正な行為があったと認められた場合 

 

７．実施スケジュール 

  下表のとおり。変更があった場合は、参加者へ別途通知する。 

項目 期限、時期 

本実施要領の公示 令和８年４月 ６日（月） 

質問書受付期限 令和８年４月１５日（水）１７時 

質問への回答日 令和８年４月２０日（月）予定 

参加申込書受付期限 令和８年４月２４日（金）１７時 

企画提案書等提出期限 令和８年５月１５日（金）１７時 

一次審査（書類審査）※ 令和８年５月１８日（月） 

一次審査結果通知 ※ 令和８年５月２０日（水） 

本審査 令和８年５月２６日（火）予定 
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（プレゼンテーション及びデモンストレーション審査） 

本審査結果通知 令和８年５月２９日（金）予定 

契約締結 令和８年６月上旬予定 

※一次審査（書類審査）は、４者以上から企画提案書等の提出があった場合のみ実施。 

 

■配布資料 

№ 資料名 交付方法 

１ 須崎市図書館システム構築等業務プロポーザル実施要領＜本紙＞ ホームページ 

２ 須崎市図書館システム構築等業務プロポーザル審査基準 ホームページ 

３ 須崎市図書館システム構築等業務仕様書 ホームページ 

４ （別紙１）企画提案内容一覧 ホームページ 

５ （別紙２）その他導入機器一覧 ホームページ 

６ （別紙３）評価基準表 ホームページ 

７ （様式１）プロポーザルに関する質問書 ホームページ 

８ （様式２）参加表明書 ホームページ 

９ （様式３）参加資格申請書 ホームページ 

１０ （様式４）業務実績 ホームページ 

１１ （様式５）参加辞退届 ホームページ 

１２ （様式６）機能要件表 ホームページ 

１３ （様式７～９）企画提案書様式 ホームページ 

 

８．質問及び回答について 

質問がある場合は、質問書（様式１）により、令和８年４月１５日（水）１７時までに「１８．お問い

合わせ先」に記載のメールアドレスまで電子メールにて提出すること。電話及び直接来庁による質問は受

け付けないものとする。 

なお、回答については、令和８年４月２０日（月）までにホームページに公開する。 

 

９．参加申出手続 
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（１）提出期限 令和８年４月２４日（金）１７時 必着 

（２）提出場所 須崎市教育委員会事務局 生涯学習課 複合施設係 

（３）提出方法 担当課まで直接持参又は郵送により提出することとし、加えて、電子メールによる電子デ    

ータを提出すること 

        ※電子メールについては、開封確認の設定をすること。 

（４）提出書類 

  ア （様式２）参加申込書   紙媒体１部、電子データ 

  イ （様式３）参加資格申請書 紙媒体１部、電子データ 

  ウ （様式４）業務実績    紙媒体１部、電子データ 

 

１０．企画提案書等の提出 

（１）提出期限 令和８年５月１５日（金）１７時 必着 

（２）提出場所 須崎市教育委員会事務局 生涯学習課 複合施設係 

（３）提出方法 担当課まで直接持参により提出することとし、加えて、電子メールによる電子データを提

出すること 

        ※電子メールについては、開封確認の設定をすること。 

（４）提出書類 

  ア （様式６）機能要件表   電子データ 

  イ （様式７～９）企画提案書 紙媒体１２部、電子データ 

  ウ 見積書（任意様式） 

   （ア）須崎市図書館システム構築委託料     紙媒体１部、電子データ 

   （イ）須崎市図書館システム保守委託料６０ヶ月 紙媒体１部、電子データ 

   （ウ）須崎市図書館システムデータ移行費用   紙媒体１部、電子データ 

（５）参加辞退 

期限までに必要書類が提出されない場合は辞退したものとみなす。 

 

１１．企画提案書の作成要領 

（１）「（別紙１）企画提案内容一覧」の項目の順番に、具体的に記載すること。 

（２）「（様式７～９）企画提案書」に記載する指示に従って作成し、ファイルに綴じインデックスを貼付す

ること。 

（３）紙面の構成等は任意とし、Ａ４、片面印刷とする。具体的な説明のため図や表等を使用してもよい。 

（４）文字サイズは１０．５ポイント以上とする。ただし、図表中に使用する文字についてはこの限りでな

い。 

（５）ページ数の上限は５０ページとし、表紙、目次、裏表紙は枚数に含めない。 

（６）企画提案書に記載する内容は、本業務における実施義務事項として見積上限金額に含むものであるこ

とに留意すること。 

（７）実施義務がない事項や追加提案事項については、その旨がわかるよう明示すること。 

 

１２．機能要件表の作成要領 
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（１）各項目について、下記の条件に従い「対応」欄に「〇」等を記入すること。 

   対応可能：「○」提案システムで対応可能である。 

   一部対応：「△」提案システムで部分的に対応可能である。 

   対応不可：「×」提案システムでは対応できない。 

（２）一部対応又は対応不可の場合、代替案があれば記入すること。また、代替案のために別途費用が発生

する場合は見積りに含めること。 

 

１３．見積書の作成 

（１）必ず代表者印を押印すること（電子印可） 

（２）消費税及び地方消費税を含むこと 

（３）以下の区分により見積書（任意様式）を作成し、それぞれ内訳を提出すること。 

  ア 須崎市図書館システム構築委託料（契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで） 

  イ 須崎市図書館システム保守委託料（令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで） 

  ウ 須崎市図書館システムデータ移行費用（契約期間満了後、別システムへのデータ移行を想定した費用） 

※ ウの費用は、本調達の契約金額に含まないが、事業者選定における評価対象として取り扱う。 

 

１４．審査、選定方法 

（１）選定方法 

   本プロポーザルの評価項目、審査方法及び配点は、次に掲げるものとする。 

分類 評価項目 審査方法 配点 

技
術
点 

企画提案（プレゼン・デモを含む） 
企画提案に基づくプレゼンテーショ

ン及びデモンストレーション審査 
１００ 

機能要件 書類審査 １００ 

価
格
点 

事業費（総額） 書類審査 ２００ 

合 計 ４００ 

 

（２）受託候補者の選定 

  ア 技術点と価格点の合計得点が最も高い者を受託候補者とする。 

  イ 受託候補者の選定結果は、参加申込書を提出した参加者全てに書面で通知する。 

  ウ 受託候補者となった者は、公表することがある。 

  エ 受託候補者とした通知をもって本業務の契約を確約するものではない。 

（３）一次審査の実施 

４者以上から企画提案書等の提出があった場合は、一次審査を行い、上位３者を選定した後、デモン

ストレーション及びプレゼンテーション審査を行う。一次審査の実施後、審査対象者に対し、審査結果

を書面により通知する。 
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（４）本審査（プレゼンテーション及びデモンストレーション審査） 

審査は、企画提案書に基づき、プレゼンテーション及びデモンストレーション審査を次のとおり実施

する。 

  ア 日程等について 

   （ア）日  時 令和８年５月２６日（火）（予定）※開始時間、場所は別途通知する。 

   （イ）時間配分 各参加者の持ち時間は、プレゼンテーション及びデモンストレーション合わせて 

            ３０分以内（３０分の配分は参加者の任意）、質疑応答１５分以内の計４５分以内 

            とする。 

   （ウ）順  番 参加申込書の受付順とする。 

  イ 内容について 

あらかじめ提出した企画提案書について説明すること。また、指定されたシナリオに基づいてデモ

ンストレーションを行うこと。 

あらかじめ提出した企画提案書以外の追加資料の提出及び投影は認めない。 

  ウ その他 

（ア）プレゼンテーション及びデモンストレーション審査で使用するパソコン等の機材は各参加者で

用意し、プロジェクター及びスクリーンは市で用意する。 

（イ）参加者のプレゼンテーション及びデモンストレーション審査への出席者総数は５名以内とし出

席者以外の来庁者がある場合は参加者控え室で待機すること。 

 

１５．審査結果の通知 

審査が完了したときは、速やかに企画提案者全員に対し、決定の可否を文書で通知するものとする。

ただし、審査結果に関する異議の申立ては一切受け付けない。 

 

１６．提案内容の確認、協議、契約 

（１）受託候補者と市が協議し、両者協議が整った場合、業務委託に係る仕様書を提案内容に沿って確定さ

せたうえで速やかに契約を締結する。 

（２）受託候補者の企画提案書等に虚偽の記載等が判明した場合又は受託候補者と協議が整わない場合は、

次点の参加者に対し協議を行う旨を受託候補者の決定から２週間以内に文書で通知する。 

（３）本調達により委託する業務は、須崎市図書館システム構築委託及び須崎市図書館システム保守とし、

契約満了時の須崎市図書館システムデータ移行業務は本調達に含まないものとする。 

ただし、『システムデータ移行が必要になった場合には本プロポーザルにおける提案金額以内の金額で実施

する』旨を契約に盛り込むこととする。 

 

１７．その他留意事項 

（１）企画提案書等の作成や提出、プレゼンテーション及びデモンストレーション等、本プロポーザルに関

する一切の経費は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は、返却せず市の所有とし、組織内でコピー、配布を行う場合がある。ただ

し、参加者に断りなく、他自治体、他社に公開、配布はしない。 

（３）提出書類について、提出方法・提出先及び提出期限に適合しなかった場合は、本プロポーザルに参加
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できない。 

（４）提出後の企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。 

（５）企画提案書等の提出は、１参加者あたり１提案のみとする。 

（６）企画提案書等が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがある。 

   ア 配布資料により定められた内容に適合しないもの。 

   イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

   ウ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（７）企画提案書等に記載された項目については、原則として契約時の仕様に反映し、受託後に追加費用を

伴わず実施する意思があるものとみなす。 

（８）プロポーザルへの参加者が１者であっても予定した評価を行い、提案内容等が市の求める仕様を満た

しているかを確認する。 

（９）審査等に対して、異議申立てはできないこととし、選考方法、選考内容についての問合わせにも、原

則として応じないこととする。 

（１０）本プロポーザルの日程等に変更があった場合は、速やかに参加者へ通知する。 

（１１）電子メール等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない。 

（１２）企画提案書等の内容について、市より問合せを受けた場合には、速やかに回答すること。 

 

１８．問い合わせ先 

   所 在 地  〒７８５-８６０１ 高知県須崎市山手町１番７号 

   担 当 部 署  須崎市教育委員会事務局 生涯学習課 複合施設係 

   電 話 番 号  ０８８９－４２－８５９１ 

   F A X 番 号  ０８８９－４０－００７３ 

   メールアドレス  fukugou@city.susaki.lg.jp 


